
第 7期見附市障がい福祉計画・第 3 期見附市障がい児福祉計画（案）に 

寄せられた意見と市の考え方 

 

令和６年 2 月 8日から 3 月８日までの間、「第 7 期見附市障がい福祉計画・第 3期見附市障がい児福

祉計画（案）」のパブリックコメントを行い、２６件のご意見が寄せられました。意見の内容と市の考

え方を、以下の通りお知らせします。ご意見をいただきまして大変ありがとうございました。 

  

No. 意見の内容 市の考え方 

1 目次について、P30「（５）障がい福祉サービス

等の質を向上させるための取組に係る体制の

構築」が目次から抜けているのではないか。 

ご指摘を受け、目次に追記しました。 

2 P5 と P13 の表について 

障害者手帳所持者に占める障害支援区分別認

定者の割合には、障害ごとに差が見られるが、

「手帳所持者で重度の人」と「支援区分別認定

者で重度の人」は、同じ割合や同じ人数になら

ないのか。 

「手帳の等級」は、障害の種類や部位および

障害の程度を計るために等級分けしたもの

で、「障害支援区分」は主に障害福祉サービス

を利用する際に必要となる、支援の度合いを

認定するものです。手帳所持者の中で、障害福

祉サービスを利用する人のみが障害支援区分

を取得しますので、人数や割合は異なります。 

3 P６、P９、P11の表について 

各手帳の年齢層ごとの比率に加えて、５か年の

比較があっても良いのではないか。精神障害者

数は５年間で大幅に増加している。 

同ページの上部の表に関する説明の中で触

れているように、現状の表で５か年の推移を

比較していますが、貴重なご意見として、今後

の見直しの参考とさせていただきます。 

4 表の名称について 

P6・P9・P11 と、P8・P10・P12 の表は、形

式が同じなので、名称を統一してはどうか。 

ご指摘を受け、統一しました。 

5 P13 の障害支援区分別認定者数について 

経年の推移はどうか。また、「障害支援区分別

認定者数の推移」と「障がいの種類ごとの利用

者の推移」は、同じ傾向にあるのか。 

障害支援区分別認定者数は、現行計画であ

る「第 4 期見附市障がい者計画・第６期見附

市障がい福祉計画・第 2 期見附市障がい児福

祉計画」（以下、現行計画）に掲載されている

令和２年度当初の人数から、10％程度増加し

ています。身体、知的障がい者数が増加し、精

神障がい者数はほぼ横ばいです。精神障がい

者の利用が多い「就労継続支援 B 型」などは、

区分を取得しなくても利用することができる

ため、精神障害者の手帳取得者数は増加して

いますが、区分認定者は横ばいとなっていま

す。ご指摘を受け、R2 年度の人数を追記しま

した。  



No. 意見の内容 市の考え方 

6 P18 の障がい福祉サービスの表について 

現行計画の冊子の P117、P118 のように、サー

ビスの区分（訪問系、日中活動系など）の表示

が入ると、分かりやすいのではないか。 

ご指摘を受け、P18 の障がい福祉サービス

の表にサービスの区分表示を入れました。 

7 P18 の障がい福祉サービスの表について 

記載順を、P39～P59 までのサービスの見込量

の掲載順と一致させた方が分かりやすいので

はないか。 

ご指摘を受け、P18 の表の記載順を、P39～

P59 までのサービスの見込量の掲載順と一致

するよう変更しました。 

8 P18 の障がい福祉サービスの表について 

掲載された実績と、P39～P59 掲載の実績値が

一致しないのはなぜか。 

P18の障がい福祉サービスの表については、

年間利用実績を掲載しているのに対し、P39～

P59 の実績は基本的に１か月当たりの利用時

間、利用人数となっています（端数の計算によ

り、月ごとの積算と年間の数値が一致しない

場合があります）。P39 以降の各事業の単位表

記などは、県による計画の集計に準じた表記

としています。 

9 P18 の障がい福祉サービスの表について 

P44 からの日中活動系サービスの利用量の単

位は利用日数（人・日）で、記載されているが、

P18 の表では（人・時間）で記載されていると

いうことか。 

10 P18 の障がい福祉サービスの表について 

短期入所の数値が福祉型と医療型の合算とな

っている。現行計画の冊子では巻末の資料編に

てそれぞれが記載されている。本計画のP18の

表も、合算せずに別々の表記でいいのではない

か。 

現行計画の冊子では、P18 に障害福祉サー

ビスの表が掲載されており、福祉型と医療型

が合算されています。経年での比較ができる

ように、本計画の P18 でも合算表記としてい

ます。本計画の巻末でも資料編を掲載し、福祉

型と医療型をそれぞれ分けて掲載する予定で

す。 

11 P37 の基幹相談支援センターについて 

P37、P68 に「令和８年度での設置に向けて」

との記載があり、P76 には「児童発達支援セン

ター（令和２年４月に整備）」との記載ある。

センターが２つ設置されるようだが、近接して

設置されるのか。 

児童発達支援センターは、障がい児の療育

などを支援するサービス「児童発達支援」の、

地域の中心として設置されるもので、令和2年

に設置済みです。基幹相談支援センターは、相

談支援事業の中核的位置づけとして障害福祉

サービス等の総合的な案内や、専門的な相談

支援を目的に設置されるもので、２つは別の

ものとなります。基幹相談支援センターは令

和 9 年度末での設置を目標に協議を開始しま

すが、設置場所については今後の検討となり

ます。 



No. 意見の内容 市の考え方 

12 P21 からの第３章について 

現行計画の冊子では「施策の展開」について掲

載されているが、今回の計画案では省略されて

いる。説明文・表・図を用いた説明があった方

が良いのではないか。また、現行計画の冊子の

「施策の展開」の中に掲載される「早期発見に

ついて」の表現は、「障がい者に対する保健・

医療サービスの充実」の説明文の始めに、「障

がいの早期発見や早期療育は、その後の障がい

の軽減や発達に及ぼす影響が大きいことから」

の文言があると分かり易くなるのではないか。 

障がい（児）福祉計画は、法定計画として市

町村での策定が定められているもので、３年

毎に改正される国の基本指針に則して更新し

ています。現行の計画は、もう一つの法定計画

である障害者計画（６か年計画）と一体的に策

定していますが、P2 に記載した通り、今年度

は主に障がい（児）福祉計画部分についての見

直しとなり、現行計画の冊子の P64 以降につ

いての見直しとなるため、施策の展開などは

掲載を省略しています。ご意見いただいた「早

期発見～」の表現については、貴重なご意見と

して承らせていただきます。 
 

13 P26 の地域生活支援事業の面的整備について 

現行計画の冊子の P69 のように、イメージ図

があるとわかりやすいのではないか。 

ご指摘を受け、P26 に面的整備のイメージ

図を追記しました。 

  
14 既存の障がい福祉施設、事業所の名称・所在

地情報などを巻末資料で紹介してはどうか。 

本計画はあくまで法定計画として目標や見

込数値を策定するものであるため、事業所の

住所、連絡先等については掲載しません。 

15 P39 から始まる様々なサービスの説明の前に 

第４期見附市障がい福祉計画（平成 27 年 3 月

策定）の P71 のような、サービスの全容を表

す体系図があると、分かり易くなるのではない

か。 

障害福祉サービスの種類は市独自のもので

はなく全国的に一律の体系となることから掲

載を割愛しましたが、貴重なご意見として今

後の見直しの際に検討いたします。 

16 P40 の重度訪問介護の実績について 

近隣市と記載されているが、見附市の実績には

含まれないのではないか。例えば、P3 にある

「二次保健医療圏域の実績」と表記する方法も

あるのではないか。 

サービスの利用実績は、見附市民が利用し

ているサービスの実績であり、所在地が市外

の事業所も含まれます。表記については分か

りやすい表現として「近隣市」のままとしまし

た。 

17 P46 の就労選択支援について 

掲載前後のサービスと種類が異なっている。掲

載位置を変えてはどうか。 

ご指摘を受け、掲載位置を P48 に変更しま

した。 

 

 

 

 

  



No. 意見の内容 市の考え方 

18 障がい児の人数の違いについて 

ページによって人数が異なっているが、考え方

を聞かせてほしい。 

①66 人（P13 「障がい児保育の状況」の表 令

和３年度） 

②15 人（P6表・P9 表「６歳未満 令和３年」

４人＋11 人＝15 人） 

③159 人（第３次見附市公立保育園民営化等実

施計画 P７「障害児‥入園者数の推移」の表 

令和３年度） 

 

①見附市こども課で把握している、特性のあ

る児童数を掲載しています。 

②身体障がい者手帳などの手帳を取得してい

る児童数です。 

③見附市公立保育園が、気になる児童として

認識している児童数になります。 

 

①と③は、成長の過程における特性など明確

に障がいとして判断することが難しいケース

についても、それぞれが広く把握するように

しているため、数値が一致しません。 

19 サービスの不足について 

現行計画の冊子の P39、P89 に「短期入所のサ

ービスが不足している」「利用できる施設の不

足が課題」と記載されている。今回の計画書

（案）においてもＰ54「利用日数、利用人数と

もに増加傾向」と記載あることから、施設が不

足しているという課題に対する計画が期待さ

れているのではないか。 

ご意見の通り、市内のサービス事業所は不

足の傾向にあります。障がい福祉計画は、サー

ビスの必要量を計画として見込むことで、そ

の提供体制の確保を図ることを目的としてい

ます。市内で見込まれるサービスの種類や量

を、本計画に明確に盛り込むことで事業所の

設置を促進していきます。 

20 資料の閲覧について 

図書館では、第５期障がい福祉計画書がなく、

また「見附市の保健と福祉」も平成 24年度版

までしか設置されていない。パブリックコメン

トの期間は、市役所などで参考資料が見れるよ

うに検討いただきたい。 

過去の冊子については既に現物がないもの

が多く、破損や紛失した場合には再設置が困

難です。図書館に無い冊子の閲覧を希望され

る場合は、見附市健康福祉課までお問合せく

ださい。また、「見附市の保健と福祉」や現行

計画は市 HP にも掲載されていますので、そ

ちらも併せてご利用ください。 

21 広報みつけの記事について 

２月号に「今年４月から、事業者には、障がい

者への合理的配慮の提供が義務化」と紹介され

ているが、今回の計画、今後の施策と関連があ

るのか。  

本計画では、すべて国民が障がいの有無に

よって分け隔てられることなく、相互に人格

と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現を目標として、啓発・広報活動による相互理

解を促進しています。今回の広報みつけの記

事は、障がいに対する市民理解を広める取り

組みの一環となります。 



No. 意見の内容 市の考え方 

22 P5「障がい者の状況」について 

「総人口に占める障がい者総数の割合は、年々

増加し令和 5 年には 2,133 人で 5.5%となって

います。」としているが、粗いまとめ方と感じ

る。増加しているものと減少しているものを分

けて分析すべきではないか。この分析をしっか

りしないと適切な施策が実施されない恐れが

あるのではないか。（障がい者の３類型のうち

「身体」は割合・人数ともに減少しているが、

ほか２類型は増加している。） 

P6 以降、身体障がい者、知的障がい者、精

神障がい者それぞれの増減について、年齢別

や等級別の総括表にてわかりやすく掲載して

います。 

23 P13、P14「障がい児の保育・教育の状況」に

ついて 

児童・生徒全体に対する割合が不明である。こ

の人数や割合の増減について分析をしっかり

行わないと、適切な施策が実施されない恐れが

あるのではないか。 

見附市の障がい者を取り巻く状況というこ

とで、障がい児保育を実施している保育園と、

対象となる児童数を掲載しています。児童の

全体数の掲載については、貴重なご意見とし

承らせていただきます。 

24 P16「法定雇用率」について 

見附市内や三条職業安定所管内にこの制度が

適用になる企業がどのくらいあるのかなど、計

画内に明記すべき。制度に対する市民の認知度

が低いと考えられることから、詳細な説明が必

要である。 

P16 の表で、企業数、達成割合等を掲載して

いますのでご確認ください。 

また、法定雇用率については、本計画内にて詳

細な説明を掲載することはできませんが、不

足している情報として、令和６年 4 月から法

定雇用率が引き上げられることなど追記いた

します。 

25 市民への理解の観点から、注釈等が必要だと感

じる 4 点をあげる。 

①P7「内部障がい」 

②P8「身体障害者手帳所持者の等級」  

③P12「精神障害者保健福祉手帳所持者の等

級」 

④P14「障害支援区分」 

ご指摘の通り、それぞれの表などに注釈を

追記しました。 

26 認知症関連だけではなく、身体障がい者、障が

い者を介護している人が、色々と話ができるよ

うな交流の場があれば、利用できるサービスな

どの情報を得ることができるのではないか。 

見附市では、地域活動支援センター「あじさ

い」を設置しており、地域交流や創作活動の場

を提供していますので、ぜひご利用ください。 

 


